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附則 当会則は平成16年1月1日より施行する｡
ただし第６条及び第９条における休部会員通算期間は施行日以前より累積する｡

1. 本会を円滑に運営する為､活動会員と休部会員を明確に定義する｡
2. 活動会員とは､現在当会で活動する休部会員以外の全ての会員を称する｡
3. 休部会員とは､以下のいずれかに該当する会員を称する｡
   ･ 本人より当会に休部の旨を申し出た会員｡

   ･ 代表(後述)が､休部とみなした会員｡

会則の変更に際しては活動会員の過半数の賛成を必要とする｡

   ･ 当会の円滑な運営を著しく乱した会員(活動会員過半数の総意に基づく)

上記会則に未記載の不定事項の措置は､代表の判断に基づくこととする｡

   ･ 連絡の取れなくなった会員｡
   ･ 1年超の休部会員(ただし諸般の事情により代表が認めた長期休部は除く)
   ･ 当会の名誉を著しく傷つけた会員(活動会員過半数の総意に基づく)

選出方法は立候補及び推薦により選出し､活動会員の投票により行なう｡

以下のいずれかに該当する会員は脱会とする｡
   ･ 本人より当会に脱会の旨を申し出た会員｡

     なお､代表は運営に関する代表であり､第５条に抵触するような音楽的権利は有しない｡
   ･ 代表を1名選出する｡

     副代表は代表を補佐する｡

4. 新規入会者はその活動開始月より徴収を開始する｡
5．休部会員は休部中の会費を無償とする｡ 

本会を円滑に運営する為､毎期末に翌期の以下に掲げる役割担当者を選出する｡

1. 毎月1,000円を徴収する｡
2. 機材購入/ｺﾝｻｰﾄ参加費用等により不足が発生した場合は､一時的に増額することがある｡
3. 期末に余剰が発生した場合は､翌期に繰り越すこととする。

   ･ 当会の指定した会合(練習等)に､連続して3回以上無断で欠席した会員｡

2．会の運営期間は毎年1月1日より12月末日とする。

本会則に同意するものであれば、プロの演奏家・アマチュア・愛好家を問わない。
ただし、本会の活動のなかでは、お互いの公平な立場を尊重する。

2．原則として毎月二回(第１/３日曜)指定場所に集まり練習を行なう｡
3. その他、本会の目的を達成する為の活動を行う。

1．会の運営実務は､すべての活動会員(後述)が平等にその権利と義務をおうものとする。

ギター合奏を通じてギター音楽の普及と発展を図り、さらに親睦交流を目的とする。

1．コンサートやフェスティバル等に参加し、会員相互のレベルの向上と研鑽を図る。

会   則

本会は、ギターアンサンブル・アルモニコスと称する。

   ･ 副代表を1名選出する｡

     また､諸般の事情により代表不在の場合､その役割を代行する｡
   ･ 会計及び楽譜管理を各1名選出する｡
   ･ 上記以外の役割分担は必要に応じ適宜選出する｡


